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第 71 号 
 
0 号 ホクネットは、インターネットサービス

を展開する楽天㈱に対し、2019 年 11 月、

同社の会員規約に消費者契約法に抵触す

る条項があるとして申し入れを行い、協議

してきましたが、規約の改正等がなされた

ため、協議を終了しました。 

問題としたのは、会員規約中に、①アカ

ウントの不正利用等により生じた損害に

ついて一切責任を負わない②事業者が相

当と判断した場合、事前に通知することな

く、会員サービスの利用停止等をすること

ができる―などと定めている条項です。こ

れらは消費者契約法第 8 条、第 10 条に違

反するとして、使用中止または修正を求め

ました。 

 楽天は 2020 年 10 月に会員規約を改定

し、おおむね申し入れに添った修正がなさ

れました。また、修正されなかった部分に

ついても、規約の運用状況や消費者保護の

取り組みについて同社から説明を受け、21

年 4 月に協議を終了しました。今後は、デ

ジタル・プラットフォームの動向等を注視
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ホクネットは本年７月に消費者庁に対し

て、従前の「適格消費者団体」から「特定適

格消費者団体」への認定を申請します。 

当法人は「適格消費者団体」として事業

者に対して消費者契約法等に反する不当な
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寄付金合計額 

ご協力ありがとう 
ございます 

 

R2.4.1～R3.3.31 

前年同期比 

5,747,240円減 

 

楽天との協議を終了 

サンミュージックも 

2021 年度通常総会（6 月 16 日）は、昨年

に引き続き、リモートを主とした形で行う

ことになり、皆様方のご理解ご協力を得て、

無事終了することができました。心より感

謝申し上げます。次は、いよいよ、「特定」

適格消費者団体の認定「申請」です。このニ

ュースレターが皆様のお手元に届くころに

は、すでに申請を終えているかもしれませ

ん。現在、21 ある適格消費者団体のなかで

「特定」は 3 団体です。第 4 番目の「特定」

団体としていっそうのパワーアップを図る

べく、「認定」に向け理事および事務局一丸

となって取り組んでまいります。コロナウ

イルスワクチンの接種も進み、以前の日常

生活が近づいてくるころには、皆様によい

ご報告をさせていただけますことを楽しみ

にしております。 

（理事長・北海学園大教授 松久三四彦） 

 

集団的被害回復が可能に 

し、新たな問題が生じた場合は改めて協議

の要否を検討します。 

また、2020 年 11 月に申し入れを行った

芸能事務所、㈱サンミュージックブレーン

（東京）との協議は、21 年 3 月に終了しま

した。同社のウェブサイト上にレッスン料

について「納入金の返金は対応いたしかね

ます」と記載していることに対し、いった

ん納入した費用は契約解除の時期を問わ

ず、一切返金しないと解され、平均的損害

を超える違約金を定めたものであり、消費

者契約法第 9 条 1 号に違反し、無効とし

て、使用中止または修正を求めていまし

た。同社は申し入れの指摘を理解し、ウェ

ブサイトの記載を改めました。 

 （理事・矢島収） 契約条項や広告の差し止めを行ってきま

した。しかし、消費者の皆さんが受けた具

体的な財産的損害を回復することまでは

法令上、できませんでした。「特定」の認

定を受けることで、事業者から金銭を回

収して財産的損害を受けた消費者に対し

て金銭を分配すること（集団的被害回復

手続）ができるようになります。 

当法人は、「特定」の認定を受けるため、

数年前から消費者庁との間で何度も事前

折衝を重ねてきました。「特定」の認定に

あたって従前の「適格」以上に、訴訟や手

続の費用に耐えきれるような財政基盤が

求められ、会員の皆様から多額の特別寄

付をお預かりしました。また、事務局の体

制強化など人的体制の整備にも取り組ん

できました。 

現在の集団的被害回復手続では回復で

きる損害が財産的損害にとどまるなど制

度上の制約はあるものの、「特定」の認定

を受けることで当法人の活動は新たなス

テージに入ります。ぜひ、皆様から一層の

ご寄付や情報の提供をお願いいたしま

す。 

（理事・事務局長、弁護士 原琢磨） 
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  ホクネットは 5 月 7 日、民事訴訟法

の IT 化関連の改正に関する中間試案に

対する意見書を法務省に提出しました。

民事訴訟の最大のユーザーである消費者

の視点と、消費者被害に対する救済の充

実の観点から提言しています。 

 民事裁判手続きの IT 化は、弁護士らが

主張や証拠を紙に印刷して裁判所に出頭

して審理を重ねる民事訴訟に IT を活用

する取り組みです。政府は、訴状や主張書

面の提出、口頭弁論や証人尋問もオンラ

インでできる仕組みの導入を目指してい

ます。法制審議会での調査審議を経て、中

間試案が公表されました。 

 中間試案は総論として、インターネッ

トによる申し立てなどによらなければな

らない場合として、3 案を上げています。

甲案は、弁護士以外の人が電子処理でき

ないやむをえない事情があると認められ

ない限り、電子処理を義務づける、乙案は

弁護士が委任されているときには電子処

理しなければならない、丙案は、電子処理

と書面による申し立てを任意に選択でき

る、です。 

 意見書は、総論について、丙案に賛成

し、丙案でも、電子処理した提出から書面

による提出に変更可能とするべきであ

る、としています。理由は①消費者の中に

はインターネットにアクセスできない人

がいるので甲案に反対②乙案では途中で

弁護士が辞任や解任になったときに消費

消費者支援ネット北海道（ホクネッ

ト）は 6 月 16 日、2021 年度通常総会を

ほくろうビル 5階 連合会議室で開催し

ました。 

 総会に先立ち、松久三四彦理事長か

ら、新型コロナ感染防止対策に伴う制約

のなか、会員の皆様の支援のもと、検討

委員会・検討グループ員の皆様、事務局

スタッフの献身的な貢献により、ホクネ

ットの活動を続けることができたこと

に対する感謝が述べられました。 

事業報告、決算、2021 年事業計画と予

算を含む議案 5 件は、いずれも原案通り

に承認されました。総会は、正会員 174

人中、出席 142 人（うち、委任状 17 人、

書面議決 116 人、実出席 9 人）で成立し

ました。 

 事業計画では、本年度中に特定適格消

費者団体の認定を受けるべく準備を進

めている旨の説明があり、本年はいよい

よ 3年越しになる特定適格消費者団体認

定に向けての山場を迎える年となりま

す。      （理事・大嶋明子） 

 

 

  
 

者が電子処理を強要される恐れがあるこ

とを挙げています。 

 インターネットで裁判所のシステムに

アップロードできるファイル形式につい

て、中間試案は規律を設けるとしていま

す。これに対し、意見書は、スキャナー

がない消費者でも証拠提出できる方策を

提起しました。 

 中間試案が訴えの提起や準備書面の提

出について最高裁が定める方法によると

している点については、意見書は事業者

による濫用的な訴えの提起を防止する方

策の検討と、当事者の提出した本人確認

の個人情報の保護を徹底するよう求めて

います。 

 電子処理情報を利用した送達や送付に

ついて意見書は、裁判所からの送付と紛

らわしい電子メールを規制する立法措置

とセットで制度を創設するべき、と提言

しました。裁判所の名前をかたったメー

ルによる架空請求が横行しているからで

す。 

 さらに、意見書は口頭弁論について、

ウェブ会議に出席する消費者がサポート

を受けられる体制の充実が必要としてい

ます。無断で期日の録画をできないよう

にするシステムの開発も要望していま

す。 

 簡易裁判所での手続きの IT 化にあた

っては、地裁以上に、消費者への配慮が

欠かせないとしました。当事者本人によ

る訴訟が 75％を占めているからです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ

民訴 IT化案に意見書 
消費者救済の充実求める 

特商法、預託法改正が成立 

  特商法は、電話勧誘販売や特定継続的

役務提供（教材、美容サービス）等で、

事業者に、概要書面、申込書、契約書面

の交付を義務づけている。今年 6 月の同

法改正は、消費者の承諾を得れば、電子

メールでもこの書面交付になるとした。 

 この法改正にホクネットも反対意見

を出したが、一番の問題は、クーリング・

オフ期間の起算日になる契約書交付を

電磁化したことだと思う。現在は契約書

中に、クーリング・オフとその期間が 8

ポイント以上の赤字で書かれるが、電子

メールになるとこれを読み逃すおそれ

が大きい。 

これを考えると、クーリング・オフに

ついては、ガイドライン等で、①事業者

が消費者に、紙書面か電子書面かの選択

肢を与え、消費者が電子書面の契約書を

選択した場合、または、②契約書送付の

ときに、「契約書の受け取りから 8 日間、

クーリング・オフできる」ことを別に伝

えた場合にのみ、「消費者の承諾」を認め

るべきだろう。（元理事長・瀬川信久） 

 
 

 

 特定商取引法と預託法を改正する法案

が 6 月 9 日、参議院本会議で成立しま

した。ホクネットは契約書面などの電

磁的方法による交付を可能とすること

に反対する意見書を出していました。

瀬川信久ホクネット初代理事長にコメ

ントを寄せてもらいました。 

 

クーリング・オフ 

期間を読み逃す怖れも 

       

議案５件を可決 

人数を制限して開いたホクネット通常総会 

 


